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１ 計画の策定にあたって               

（１） 計画の背景と趣旨                             

平成 12 年度の介護保険制度の開始以降、７期にわたって高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策

定してきました。令和２年度末で第７期計画（平成 30～令和 2 年度）が終了となるため、令和３～５

年度までの３年を計画期間とする第８期計画を策定します。 

第６期計画（平成 27～29 年度）は、いわゆる団塊世代の方々がすべて 75 歳以上となる令和７年度

に向けて、第５期計画で開始した「地域包括ケア」実現のための方向性を継承しつつ、在宅医療・介護

連携等の取り組みを本格化していく計画として位置づけられていました。 

第７期計画では、「地域包括ケアシステム」構築の中間段階として、構築の深化・推進及び介護保険制

度の持続可能性の確保のための取り組みを進めるとともに、令和７年の中長期的なサービス・給付・保

険料の水準も推計し、中長期的な視野に立った施策の展開を図っています。 

第８期計画においても、従来取り組んできた事業等を踏まえながら、第９期以降を見据えた上で、段

階的に取り組みを進めていく必要があります。 

 

２ 蕨市の高齢者を取り巻く状況            

（１） 総人口及び高齢者人口の見込み                        

本市における将来人口の推計は、総人口はほぼ横ばい傾向で推移し、計画の最終年となる令和５年の

総人口は 75,697人と推計されます。 

高齢者人口は微増傾向で推移することが見込まれており、令和５年には17,513人と推計しています。

このうち、前期高齢者（65～74 歳）が 7,711人に対して、後期高齢者（75 歳以上）は 9,802 人と

なる見込みです。高齢化率は、約 23％の横ばいで推移する見込みです。 

なお、令和７年における総人口は 75,513人、高齢者人口は 17,518人、高齢化率は 23.2％に、令

和 22 年における総人口は 71,387 人、高齢者人口は 18,472 人、高齢化率は 25.9％に達する見込み

です。 
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（２） 計画期間の要介護認定者の見込み                   

要支援・要介護者についてみてみると、要支援・要介護者認定数は増加傾向にあることから、第８期

計画期間である令和 3 年度から令和 5 年度の各年においても、認定者数の増加が見込まれます。令和

５年における認定者数は、令和２年よりも 328人増の 3,450 人と推計されます。 

なお、令和 7 年における認定者数は 3,593 人、令和 22 年は 3,951人と推計されます。 

 

 

 

 

（３） 計画期間の認知症高齢者の見込み                   

認知症高齢者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の要支援・要介護認定者）についてみてみ

ると、認知症高齢者は増加傾向にあることから、第８期計画期間である令和３年度から令和５年度の各

年においても、認定者数の増加が見込まれています。令和５年における認知症高齢者の総数は、1,935

人と推計されます。 

なお、令和７年における認知症高齢者の総数は 2,003 人、令和 22 年は 2,609 人と推計されます。 

 

 
 

  

462 466 442 454 466 478 494 515 

301 326 363 372 383 394 407 423 

742 819 848 872 902 930 964 1,042 
461 448 517 537 556 573 598 

676 
379 378 376 393 409 427 448 

518 

328 355 319 333 348 362 381 
440 

285 266 257 265 278 286 
301 

337 

2,958 3,058 3,122 
3,226 3,342 3,450 

3,593 

3,951 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

4,500人

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

実績値 推計値

1,726 
1,803 1,835 1,868 1,901 1,935 2,003 

2,609 

58.4% 59.0% 58.8% 57.9% 56.9% 56.1% 55.7% 66.0%

9.9% 10.3% 10.5% 10.7% 10.9% 11.0% 11.4% 14.1%

-900%
-850%
-800%
-750%
-700%
-650%
-600%
-550%
-500%
-450%
-400%
-350%
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和７年 令和22年

認知症高齢者数

要支援・要介護認定者数

に対する認知症高齢者の

割合

高齢者人口に対する

認知症高齢者の割合

（概算）

実績値 推計値



4 

3 計画の基本理念・基本目標             

 

 

 

 

 

本計画では、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンの高齢者支援に関する目標である、「高齢者が

地域でいきいきと暮らせるよう、健康づくりや介護予防、地域への参加の促進、就労の機会づくり

などを進め、高齢になっても健康で生きがいを持ち、できる限り自立した生活を送ることができる

環境づくり」を目指して、「高齢者の健康と生きがいづくり」「高齢者福祉サービスの充実」「介護

サービスの充実」「地域支援事業の充実」の４つの施策を中心に取り組みます。 

 
４つの基本目標 

 

（1）高齢者の健康と生きがいづくり 

 

明るく活力ある社会を確立するためには、高齢者が社会を支える大切な一員としての意欲を持

ち続けることが重要であり、住み慣れた地域社会で自らの知識や経験を活かすことができる多く

の機会に恵まれていることが必要であることから、高齢者の就労支援や高齢者クラブ活動、様々

な分野でのボランティア活動による社会貢献など、高齢者の社会参加意欲を活かすことのできる

環境づくりを推進します。 

 

（2）高齢者福祉サービスの充実 

 

高齢者を含めたすべての市民が住み慣れた地域で、安全に安心して暮らすことができるまちづ

くりを推進します。 

また、高齢者に適した住宅改修の支援など、高齢者にやさしい住環境づくりに努めます。 

 

（3）介護サービスの充実 

 

介護保険制度の安定した運営や介護給付の適正化、需要に応じた介護サービスを供給する基盤

づくりを行い、安心して介護サービスを利用できるまちづくりを目指します。 

 

（４）地域支援事業の充実 

 

高齢化が進んでいく社会では、高齢者が要支援・要介護状態にならないように、またはその状態

が悪化しないようにする「介護予防」の取り組みを強力に推進することが重要です。 

介護予防の取り組みには、要支援認定者を対象とした介護予防給付や総合事業として実施してい

るもの、要支援・要介護状態等になる前の方を対象に実施するもの、地域住民やボランティア等の

自主的な活動として実施しているものなどがあります。これらのサービスや取組が連続性・一貫性

をもって提供するため、関係機関が連携し、心身の健康づくりが実践されるよう施策を推進します。  

基本理念 
みんなにあたたかく健康で安心して暮らせるまち わらび 

～やさしさと思いやりがあり、地域で支えあうまちづくりをめざして～ 
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４ 施策の体系                    
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５ 第８期計画の重点取り組み             

基本理念及び基本目標の達成を目指すとともに、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、

第 8 期計画の推進に当たっては、次の３項目を重点的な取り組み項目とします。 

 

①介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 
運動、栄養、口腔、社会参加などをテーマに専門職が働きかける介護予防教室や出前講座等に

よる普及啓発事業のほか、住民自らが介護予防の担い手となる介護予防サポーターの養成を進め

るとともに、リハビリテーション専門職等の派遣により地域における住民主体の通いの場の立ち

上げを支援します。この取り組みによって、人と人との繋がりを通じて、住民が主体となって介

護予防に取り組むまちを目指します。 

 

②生活支援体制整備事業 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、生活支援体制整備事業の中心的な担い手と

して配置する「生活支援コーディネーター」と、地域における生活支援サービスの担い手によっ

て組織される「蕨市地域支え合い推進協議会」が連携しながら、住民主体の活動や、ＮＰＯ・企

業など、多様な主体による生活支援サービスの提供体制の整備を進めます。 

  

③認知症総合支援事業 
認知症になっても、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることがで

きるよう、本市では平成 27 年度より認知症総合支援事業を実施し、地域包括支援センターに配

置する「認知症地域支援推進員」を中心に、認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進や、

認知症の状態に応じた適切なサービス提供を図る認知症ケアパスの普及啓発、認知症カフェの開

催支援等、各種施策に取り組んできました。 

第 8 期計画期間においては、「認知症施策推進大綱」（認知症施策推進関係閣僚会議 令和元年

６月 18 日）に掲げられている「共生」と「予防」の観点から新たな課題について研究していき

ます。 
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６ 地域包括支援センター 愛称：高齢者サポートセンター   

高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、地域における介護・福祉・保健などのワンスト

ップ相談窓口であり、地域包括システムの中核となる「地域包括支援センター（愛称：高齢者サ

ポートセンター）」。令和３年４月には第三地域包括支援センターが塚越地区にオープンします。

職員の専門性を生かしながら連携をとり、地域に根差した活動を進めていきます。 

 

  

 
 

担当地区：錦町、北町、中央１・３～６丁目 

平日（月～金） ８：30～17：15 

〒335-0005 蕨市錦町３-３-２７ 

総合社会福祉センター内 

TEL：０４８-４３４-６７２１ 
 

   徒歩 蕨駅西口より２５分 
バス 蕨駅西口より蕨市コミュニティバス

「ぷらっとわらび」西ルート（市民体
育館先回り）「⑮総合社会福祉センタ
ー」前もしくは、西ルート（市役所先
回り）「⑳総合社会福祉センター」前 

 

 

 

 
 

担当地区：南町、中央２・７丁目 

平日（月～金） ８：30～17：15 

〒335-0003 蕨市南町２-３２-２０ 

いきいきタウン蕨内 

TEL : ０４８-２９０-８５８７ 
 
徒歩 西川口駅西口より１０分 
バス 蕨駅西口より蕨市コミュニティバス

「ぷらっとわらび」南ルート「⑬三和中
央通り」徒歩３分 

 

 
 

担当地区：塚越 

平日（月～金） ８：30～17：15 

〒335-0002 蕨市塚越 2-7-6 

TMS ビル 101 

TEL : ０４８-４９８-６１２２ 
 
徒歩 蕨駅東口より６分 
バス 蕨駅西口より蕨市コミュニティバス

「ぷらっとわらび」東ルート「③塚越
２丁目」徒歩３分 

  

 

  

             

  

 

蕨市第三地域包括支援センター

ドコモショップ

塚越大駐輪場

塚越郵便局

マクドナルド

ぷらっとわらび

バス停

蕨市第一地域包括支援センター 

 

蕨市第二地域包括支援センター 

 

 

 

 

蕨市第三地域包括支援センター 
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７ 介護保険料                    

■保険料段階別の保険料 

保険料段階についてより所得に配慮した設定とするため、第 7 期に引き続き 14 段階としま

した。第 1 号被保険者の介護保険料は、介護保険料基準額（第 5 段階）を 1.0 として、それ

に対する所得段階での割合によって、個人の介護保険料の額が決定されます。 

 

■保険料段階表 

    

※100 円未満を切り捨てた金額が、納めていただく介護保険料額（年額）となります。 

※「合計所得金額」については、平成 30 年度税制改正が介護保険料の算定に影響を及ぼさないよう 

にする介護保険法施行令の一部改正に伴い、所得指標を見直します。 

※第 1 段階から第 3 段階の保険料率のうちカッコ内は、公費投入による軽減後の額です。  

 

保険料

段階

34,182 2,849
(20,509) (1,709)

44,437 3,703
(34,182) (2,849)

51,273 4,273
(47,855) (3,988)

第6段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額120万円未満

基準額×1.20 82,037 6,836

第7段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額120万円以上210万円未満

基準額×1.30 88,873 7,406

第8段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額210万円以上320万円未満

基準額×1.50 102,546 8,546

第9段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額320万円以上350万円未満

基準額×1.70 116,219 9,685

第10段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額350万円以上400万円未満

基準額×1.80 123,055 10,255

第11段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額400万円以上550万円未満

基準額×1.90 129,892 10,824

第12段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額550万円以上700万円未満

基準額×2.00 136,728 11,394

第13段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額700万円以上900万円未満

基準額×2.10 143,564 11,964

第14段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金
額900万円以上

基準額×2.20 150,401 12,533

第４段階

世帯員のいずれかが住民税課税で本人
が住民税非課税かつ、前年の「合計所
得金額＋課税年金収入額」が80万円以
下

基準額×0.85 58,109 4,842

第5段階
世帯員のいずれかが住民税課税で本人
が住民税非課税かつ、前年の「合計所
得金額＋課税年金収入額」が80万円超

基準額 68,364 5,697

第２段階
世帯全員が住民税非課税で前年の「合
計所得金額＋課税年金収入額」が80万
円超120万円以下

基準額×0.65
（保険料軽減後0.5）

第３段階
世帯全員が住民税非課税で前年の「合
計所得金額＋課税年金収入額」が120
万円超

基準額×0.75
（保険料軽減後0.7）

対象者 保険料率
保険料額

【年額：円】
保険料

【月額：円】

第１段階

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受
給者で世帯全員が住民税非課税
または、世帯全員が住民税非課税で前
年の「合計所得金額＋課税年金収入
額」が80万円以下

基準額×0.50
（保険料軽減後0.3）

発行：蕨市健康福祉部 介護保険室   蕨市中央５丁目１４番１５号 ☎048-432-3200(代表) 


